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我が国の居住者をめぐる状況について



１. 子育て世帯について

２. 高齢者世帯について

３. 住宅確保要配慮者について

４. 新しい住まい方について
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生涯未婚率と平均初婚年齢、合計特殊出生率と出生数の推移

〇 生涯未婚率、平均初婚年齢は直近30年程度で上昇している

〇 2006年から合計特殊出生率はやや上昇しているものの、出産する女性の人口が減少しているため出生数は減少傾向

出生数

合計特殊出生率

92万人（2018年）

出典：厚生労働省「人口動態統計」をもとに作成。

【合計特殊出生率と出生数の推移】【生涯未婚率※と平均初婚年齢の推移】
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※50歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合

出典：人口統計資料集、厚生労働省「人口動態統計」
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子育て世帯数の推移

○ 児童のいる世帯数は一貫して減少傾向にあり、2018年時点では約1,130万世帯となっている

○ 世帯構成別の割合でみると、児童のいる世帯は全世帯の約２割となっている

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」
※１ 児童：18歳未満の未婚の者
※２ 1995年は兵庫県、2016年は熊本県の数値を除いたもの

【児童のいる世帯数(児童数別)】 【児童のいる世帯の割合】
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理想とする子供の人数、理想の子供数を持たない理由

○ 理想とする子供の人数は「２人以上」を望む割合が９割を超えている

○ 理想の子供数を実現できない理由は「家が狭いから」を含む「経済的理由」の割合が高い

育児負担

理想子供人数：1人
予定：0人

15.6% 6.5% 1.3% 39.0% 74.0% 24.7% 9.1% 2.6% 2.6% 3.9% 6.5% 9.1%

理想子供人数：2人
予定：1人

43.8% 11.8% 6.1% 42.4% 34.8% 17.5% 14.1% 11.6% 6.5% 9.4% 5.7% 4.9%

理想子供人数：3人以上
予定：2人以上
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※39歳以下の既婚女性を対象とした調査
出典：国立社会保障・人口問題研究所 出生動向基本調査（2015年）

出典：国立社会保障・人口問題研究所 出生動向基本調査（2015年） 4



（出典）国土交通省「平成25年住生活総合調査」

○ 子どものいる夫婦世帯の住まいについて、長子18歳未満の世帯の約６割が持家に居住しているが、
長子18歳以上の世帯では約９割が持家に居住

○ 建て方別に見た場合、長子18歳未満の世帯の約５割が戸建に居住しているが、長子18歳以上の世帯
では約７割が戸建に居住

子どものいる夫婦世帯の住まいの現状

（参考）子どものいる夫婦世帯の年収【子どものいる夫婦世帯の持家・借家の種別割合】

【子どものいる夫婦世帯の建て方別割合】
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（出典）国土交通省「平成25年住生活総合調査」

○ 住宅について、｢長子の年齢が18歳未満」の世帯は世帯全体と比較し、総じて不満率が低いものの、収納の多さや住宅の広さ等への不

満率が高い。｢長子の年齢が18歳以上」の世帯は総じて不満率が高く、高齢者などへの配慮や住宅のいたみ等に対する不満率が高い

○ 居住環境について、｢長子の年齢が18歳未満」の世帯は世帯全体と比較し、まわりの道路の安全性や子どもの遊び場等に対する不満率

が高く、｢長子の年齢が18歳以上」の世帯は敷地やまわりのバリアフリー化、火災の延焼危険性等に対する不満率が高い

子供のいる夫婦世帯の住宅・居住環境に関する不満要素

【住宅の要素に対する不満率】 【居住環境の要素に対する不満率】
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親との同居・近居意向

出典：株式会社リクルート住まいカンパニー「『住宅購入・建築検討者』調査（2017年度）」

※ 質問者の回答者は、自身もしくは配偶者の親が少なくとも１人以上存命していることを把握している人
※ 同居・近居意向は８項目で質問しており、それらを下記の４区分に集計

・同居意向あり・・・「同居したい（二世帯住宅を含む）」
・近居意向あり・・・「同じ敷地内や同じマンションの別住戸に住みたい」「日常的に行き来できる距離に住みたい」
・日帰り圏内での距離での居住意向あり・・・「週末には日帰りで行き来できる距離に住みたい」
・それ以外・・・「無理に近くに住む必要はない」「親の近くには住みたくない」「その他」「わからない」

※ 複数の親がいる場合は、上記の４区分について、「同居意向あり」＞「近居意向あり」＞「日帰り圏内での距離での居住意向あり」＞「それ以外」の順で、より同居意向の高い方を優先して割り振り

〇 若年世代にあたる20～40歳代の約65%が「親と同居」と「親と近居」したいと考えている
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三世代同居世帯数の推移
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注1 三世代同居は、「夫婦,子供と両親から成る世帯」、「夫婦,子供とひとり親から成る世帯」、「夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯」が対象
注2 「その他」の住宅は、給与住宅、 住宅以外の建物に居住する世帯、住宅の所有の関係が不詳のものを含む
出典：平成30年住宅・土地統計調査

8.5 6.7 5.2 3.8

（万世帯）

全世帯に

占める割合
（%）

第48回分科会参考資料１

○三世代同居の世帯数は減少傾向にあり、2018年で約203万世帯で全世帯の約3.8%を占める

○三世代同居のうち、持家世帯が大多数を占めており、2018年で約197万世帯
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子育て世帯における移動の状況

【年齢階層別、過去5年間における現住地への移動理由】
(上位5位)

○子育て期にあたる30〜49歳では住まいの移動理由の上位に「子育て環境上の理由」がみられる

○小学生から高校生程度にあたる10歳～19歳の期間は、他の年齢に比べて住まいの移動が少ない

出典：第8回人口移動調査（国立社会保障・人口問題研究所）

年齢 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

15-29歳 入学・進学
(19.5)

結婚
(15.0)

住宅事情
(13.1)

就職
(10.7)

家族の移動
に伴って
(8.4)

20-24歳 入学・進学
(31.6)

就職
(18.3)

住宅事情
(8.1)

結婚
(7.4)

その他
(7.1)

25-29歳 結婚
(27.6)

住宅事情
(13.7)

就職
(9.9)

その他
(6.4)

転職
(6.3)

30-39歳 住宅事情
(27.8)

結婚
(19.0)

その他
(8.0)

子育て環境
上の理由
(7.8)

生活環境上
の理由
(7.3)

40-49歳 住宅事情
(27.0)

転勤
(11.3)

結婚
(10.0)

生活環境上
の理由
(8.2)

子育て環境
上の理由
(7.5)

50-64歳 住宅事情
(28.1)

転勤
(14.6)

その他
(11.7)

生活環境上
の理由
(10.3)

親と同居
(6.9)

65歳以上 住宅事情
(31.3)

生活環境上
の理由
(14.4)

その他
(14.1)

子と同居
(9.8)

健康上の理
由

(5.3)

【５年前居住地が現住地と異なる人の割合】
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持借別・年齢別・最近の住み替え目的
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15.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

住宅を広くする、部屋を増やす

住宅のいたみを直す、きれいにする

親、配偶者などの世帯からの独立

子育て・教育の環境を整える

3.5%
3.5%

7.0%
8.1%

14.0%
24.4%

0% 10% 20% 30%

就職、転職、転勤などに対応

住宅のいたみを直す、きれいにする

親、子などとの同居・隣居・近居

子育て・教育の環境を整える

住宅を広くする、部屋を増やす

親、配偶者などの世帯からの独立

4.1%

4.9%

9.8%

12.3%

15.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

住宅のいたみを直す、きれいにする

親、配偶者などの世帯からの独立

親、子などとの同居・隣居・近居

子育て・教育の環境を整える

住宅を広くする、部屋を増やす

2.7%

2.7%

3.9%

15.5%

19.1%

0% 10% 20% 30%

親、子などとの同居・隣居・近居

通勤、通学などの利便の向上

住宅を広くする、部屋を増やす

親、配偶者などの世帯からの独立

就職、転職、転勤などに対応

2.9%

4.5%

6.1%

8.6%

19.6%

0% 10% 20% 30%

親、子などとの同居・隣居・近居

子育て・教育の環境を整える

住宅を広くする、部屋を増やす

親、配偶者などの世帯からの独立

就職、転職、転勤などに対応

2.9%

3.0%

4.5%

4.7%

17.9%

0% 10% 20% 30%

親、子などとの同居・隣居・近居

その他

親、配偶者などの世帯からの独立

住宅を広くする、部屋を増やす

就職、転職、転勤などに対応

出典 平成25年住生活総合調査

○子育て・教育の環境を整えるために、持家へ住み替える世帯が若年世帯で多い傾向にある

(N= 772)(N= 1,053)(N= 117)

(N= 112)(N= 86)(N= 19)

(N= 115) (N= 229)(N= 113)

(N= 887)(N= 1,225)(N= 669)

借
家→

持
家

持
家→

借
家

持
家→

持
家

借
家→

借
家
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267 
468 

668 

864 

617 
638 

1,840 

若年単身世帯(～29歳)
夫婦のみ(高齢夫婦以外)
子育て期(長子18歳未満)
子離れ期(長子18歳以上)
高齢夫婦

高齢単身

その他※

99% 97% 95% 97% 99%
93%

33%

71%

43%

54%

82%
76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

最低居住面積水準

誘導居住面積水準

※持家・借家の合計

ラ イ フ ス テ ー ジ の 変 遷

（出典）平成30年住宅・土地統計調査（総務省）から集計
※１ 住宅・土地統計調査の表章結果（住生活総合調査による単身世帯（単身赴任者等）の調整前）による。
※２ 「子育て期」は夫婦と長子の年齢が１８歳未満の世帯を対象としている。「子離れ期」は夫婦と長子の年齢が１８歳以上の世帯を対象としている。
※３ 「高齢夫婦」は夫65歳以上かつ妻60歳以上の夫婦のみの世帯、 「高齢単身」は65歳以上の単身世帯をいう。
※４ 子の年齢により必要とされる面積水準が異なるが、ここでは各世帯人員における最大値を記載

〇 子育て世代では、充分な居住面積の確保に至っていない
〇 リタイア世代では、世帯人員に対して比較的広い面積の世帯も多い（100㎡以上の住宅に住む高齢

夫婦・高齢単身世帯は全国で約550万世帯）

【 誘導居住面積水準・最低居住面積水準達成率 】

ライフステージ毎の住まいの面積

※ひとり親世帯、単身赴任者等

（参考）ライフステージ別世帯数と
世帯総数に占める割合

誘
導
水
準

若年単身 夫婦のみ 子育て期※2 子離れ期※2
高齢夫婦※3 高齢単身※3

（～29歳） （高齢夫婦以外） （長子18歳未満） （長子18歳以上）

一般型 55㎡ 75㎡ ～100㎡ ～125㎡ 75㎡ 55㎡

都市居住型 40㎡ 55㎡ ～75㎡ ～95㎡ 55㎡ 40㎡
(3人の場合)※4 (4人の場合)※4

※1

※1
（５%)

（９%)

（12%)

（16%)

（12%)
（12%)

（34%)

世帯総数
5,362万世帯

第49回分科会資料6

11



「働き方改革」の進展

「働き方改革 ～一億総活躍社会の実現に向けて～」
（厚生労働省リーフレットから引用）

「『働き方』が変わります」
（厚生労働省、中小企業庁リーフレットから引用）

〇 我が国は「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く者のニーズの多様化」など
に直面。こうした中、投資やイノベーションによる生産性の向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分
に発揮できる環境の整備が重要な課題に

〇 こうした課題の解決のため、「働き方改革」では、働く者の置かれた個々の事情に応じて多様な働き方を選択で
きる社会を実現し、働く者一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることが目指されている

出典：総務省「平成28年社会生活基本調査」

【男女別１日あたりの平均家事時間】

【共働き世帯数の推移】

出典：厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」、総務
省「労働力調査特別調査」、総務省「労働力調査（詳細集計）」
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子育てに配慮した住宅

宅配ボックス

・玄関の二重ロック化
・防犯フィルム

〇 子育て世帯にとって、安全・安心で快適な住まいや居住環境について配慮
例：住宅内での事故防止、子どもの様子の見守り、不審者の侵入防止、親子がふれあえる空間づく

り、生活音の発生への配慮、家事負担の軽減等

防犯カメラ
浴室乾燥機

段差解消

対面キッチン

・遮音性能の高いサッシ

・壁の出隅、柱等の角
の安全対策

・ドアの指詰め防止

・リビング・キッチンの広さの確保

子どもの様子の見守り

不審者の侵入防止 親子がふれあえる空間づくり

生活音の発生への配慮

家事負担の軽減

家事負担の軽減

不審者の侵入防止

住宅内での事故防止

住宅内での事故防止

13



１. 子育て世帯について

２. 高齢者世帯について

３. 住宅確保要配慮者について

４. 新しい住まい方について
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〇 今後、高齢者世帯は増加し、2030年には約1,500万世帯となる見通し。このうち、単身高齢者世帯
は、2030年には約800万世帯に迫る見通し

高齢者世帯数と年齢別単身世帯数の推移

12,165 12,295 10,981 

2,884 2,913 
3,841 

3,369 
5,045 5,122 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

15-64歳世帯 65-74世帯 75歳以上世帯

実績値 推計値
（千世帯）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
総務省「国勢調査」をもとに、国土交通省作成

【年齢別単身世帯数の推移】

単身
高齢
者

世帯

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
及び総務省「平成27年国勢調査」をもとに、国土交通省作成

【高齢者世帯数の推移】

（万世帯）

498 

625 

703 

751 

796 

842 

896 

540 

628 

674 

676 

669 

667 

687 

582 

665 

688 

676 

661 

651 

659 

3,564 

3,415 

3,346 

3,308 

3,223 

3,072 

2,833 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

単身高齢者

世帯

高齢者夫婦

世帯

高齢者がいるその他の世帯 その他の

世帯

(年)

1,465万世帯（27.4%）

1,253万世帯（23.5%）

第47回分科会資料5（一部編集）
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平均寿命と健康寿命の延伸

【資料】
〇平均寿命：厚生労働省「平成22年完全生命表」「平成25年完全生命表」「平成28年簡易生命表」
〇健康寿命：厚生労働省「平成22年/平成25年/平成28年簡易生命表」、厚生労働省「平成22年/平成25年/平成28年人口動態統計」

厚生労働省「平成22年/平成25年/平成28年国民生活基礎調査」、総務省「平成22年/平成25年/平成28年推計人口」

※健康日本21（第二次）の目標：平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加（平成34年度）
日本再興戦略及び健康・医療戦略の目標：「2020年までに国民の健康寿命を1歳以上延伸」（平成32年）

平均寿命 健康寿命（日常生活に制限のない期間）

男性

H25

H28

80.21

80.98

71.19

72.14

9.02 年

8.84 年

12.40 年

12.35 年

86.61

87.14

74.21

74.79

女性

H22
79.55

70.42 9.13 年 12.68 年

86.30

73.62

日常生活に制限 日常生活に制限

第47回分科会資料5

〇 平成28年の健康寿命は男性72.14年、女性74.79年
〇 健康寿命は男性1.72年、女性1.17年延伸（対平成22年）
〇 日常生活に制限のある期間は男性0.29年、女性0.33年短縮（対平成22年）
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死亡者数の増加と看取り場所

【死亡者の場所の推移】

〇 死亡者数は増加が見込まれており、2030年以降は年間150万人程度が死亡すると見込まれている

〇 病院での死亡が増加してきたものの、病院での対応にも限界があり、在宅での看取りが課題
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55

20
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0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

【年間の死亡者数の推移及び将来推計】

出典 2015年までは厚生労働省「人口動態調査」、

2020年から国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年度推計）」

※2015年までの死亡者数には年齢不詳の者を含まない。

※2020年以降の推計は、出生中位（死亡中位）推計による。

出典 厚生労働省「人口動態調査」

実績 推計

（千人）

73.0 %
（病院）

9.1%

2.6%

7.5%
（老人ホーム）

1.5%

13.2%
（自宅）

82.5%

5.9%

0

20

40

60

80

20172010200520001995199019851980197519701965196019551951

病院 診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他

（％）

診療所 1.8%
介護老人保健施設 2.5%

その他 2.1%

※1994年までは老人ホームでの死亡は、自宅に含まれている

最低の死亡者数
1966年 67万人

2015年 129万人

2040年 168万人
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要介護高齢者と認知症高齢者の増加

18

〇 要介護（要支援）の認定者数は平成30年４月時点644万人。この18年間で約３倍に増加

〇 65歳以上の高齢者では、認知症高齢者が増加すると見込まれる

図：認知症高齢者人口の将来推計

図：要介護度別認定者数の推移

出典：厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会(第75回)」資料より抜粋

第47回分科会参考資料１
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（出典）国土交通省「平成25年住生活総合調査」

※ 「高齢夫婦世帯」は夫65歳以上かつ妻60歳以上の夫婦のみの世帯、
「高齢単身世帯」は65歳以上の単身世帯について集計（不詳を除く）

〇 高齢者の住まいについて、夫婦世帯の場合、約９割が持家に居住
〇 単身世帯は、約７割が持家に居住しており、民営借家に約２割居住。このうち、世帯年収が200万円
以下の世帯では、持家に約６割、公営を含む借家に約４割居住

高齢者世帯の住まいの現状

（参考）高齢夫婦世帯と高齢単身世帯の年収の比較高齢夫婦世帯と高齢単身世帯の持家・借家の種別割合

年収別の持家・借家の種別割合（高齢単身世帯）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～100万円

100～200万円

200万円～

持家 民営借家 公営借家 都市再生機構(UR)･公社、その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢単身世帯

高齢夫婦世帯

持家 民営借家 公営借家 都市再生機構(UR)･公社、その他
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46

44

37

36

35

33

32

31

29

27

27

26

26

26

26

22

22

50

43

34

41

37

39

32

30

31

28

30

31

29

30

28

25

23

0 20 40 60

敷地やまわりのバリアフリー化の状況

火災の延焼の防止

災害時の避難のしやすさ

子どもの遊び場・公園など

治安、犯罪発生の防止

まわりの道路の歩行時の安全性

日常の買物、医療・福祉・文化施設などの利便

親、子、親せきなどの住宅との距離

福祉、介護などの生活支援サービスの状況

まちなみ、景観

敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり

騒音、大気汚染などの少なさ

通勤、通学などの利便

子育て支援サービスの状況

緑・水辺などの自然とのふれあい

近隣の人たちやコミュニティとの関わり

水害・津波の受けにくさ

高齢者世帯（高齢夫婦･高齢単身) 全体

52

52

46

42

42

41

40

38

35

33

30

29

27

26

24

19

18

54

49

45

39

44

47

39

41

35

40

41

36

35

32

27

27

25

0 20 40 60

高齢者などへの配慮（段差がないなど）

地震時の住宅の安全性

住宅のいたみの少なさ

台風時の住宅の安全性

住宅の断熱性や気密性

冷暖房などの省エネルギー性

火災に対する安全性

住宅の防犯性

住宅の維持管理のしやすさ

外部からの騒音に対する遮音性

収納の多さ、使いやすさ

換気性能（臭気や煙などが残らない）

上下階や隣戸の生活音などに対する遮音性

台所、トイレ、浴室などの使いやすさ、広さ

居間など､主な居住室の採光

住宅の広さや間取り

外部からのブライバシーの確保

高齢者世帯(高齢夫婦･高齢単身) 全体

（出典）国土交通省「平成25年住生活総合調査」 ※高齢夫婦世帯（夫65歳以上かつ妻60歳以上の夫婦のみの世帯）及び高齢単身世帯（65歳以上の単身世帯）の合計

〇 住宅については、段差の解消等に対する不満率が高いほか、世帯全体と比較すると、地震や台風等の災害に対する
安全性等に関して不満率が高く、省エネ性能や遮音性等に対する不満率は低い

〇 居住環境については、総じて不満率は低い傾向にあるが、敷地やまわりのバリアフリー化等に対する不満率が高い
ほか、世帯全体と比較すると、延焼危険性や災害時の避難のしやすさ等に対する不満率が高い

高齢者世帯の住宅・居住環境に関する不満要素

【住宅の要素に対する不満率】 【居住環境の要素に対する不満率】
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終活期に住みたいところ

71.8%

2.2%
16.7%

6.1% 2.6%
0%

20%

40%

60%

80%

その時に住んでいる家 子や孫の家 高齢者向け住宅 介護保険施設 その他

○ 終活期に住みたいところとしては、「その時に住んでいる家」の割合が最も高く約７割を
占めている

出典：国土交通行政モニターアンケートより住宅局が作成

※ その他・・・病院、子どもと近居、民間賃貸住宅 等

※ 無回答0.6％。

第47回分科会資料5

【終活期に住みたいところ】
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以内に
必要なサービスが提供される日常生活圏域（具体
的には中学校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最
後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築
を実現

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの
構築が重要

○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化
の進展状況には大きな地域差

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上
げていくことが必要
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高齢者向け住まい・施設の利用者数

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実態統計（10月審査分）【H30~】」による。 ※２：介護老人
福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。 ※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除
く） ※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~H29は基本票の数値。 （利用者数ではなく定員数） ※５：有料老人ホームは、厚生労働
省老健局の調査結果による。 （利用者数ではなく定員数） ※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（9/30時点）」による。 （利用者数ではなく登録戸数）

〇 近年、特養、有料老人ホーム、老健、サ高住、認知症グループホームが増加

（単位：人・床）

認知GH

有料老人
ホーム

特養

サ高住

老健

軽費

介護療養

養護

※令和元年12月末時点

登録数 250,352戸298,912 
314,192 

403,000 

470,200 

538,900 

578,900 
593,200 

610,000 

233,536 
244,627 

304,500 

335,800 

352,300 

361,300 363,600 363,600

116,111 120,422 120,900 

80,900 

66,100 

57,500 51,600 43,900 
5,450 12,486 

118,900 

161,000 
183,600 

193,100 199,400 205,000 

66,495 

66,612 

66,667 
64,630 

64,443 
64,091 

64,08461,732 

67,154 

84,325 

89,053 93,479 93,804 
94,474

36,855 41,582 

124,610 

271,286 

387,666 

457,918 

487,774

514,017

158,579 

206,929 
222,085

234,971

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

第47回分科会資料５ 更新
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サービス付き高齢者向け住宅の登録制度

ハード ○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

サービス ○必須サービス：安否確認サービス・生活相談サービス

※その他のサービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助

契約内容 ○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしてい

るなど、居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等

【登録基準】

【入居者要件】
・60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者 等

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

サービス付き高齢者向け住宅

戸数 250,352戸

棟数 7,486棟

【登録状況（R1.12末時点）】

住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続ける

第48回分科会参考資料2 更新

〇 バリアフリー化や居住者への生活支援の実施等の基準を満たす住宅について都道府県等が
登録を実施
※サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）の改正により、平成23年10月に創設

〇 料金やサービス内容など住宅に関する情報が事業者から開示されることにより、居住者の
ニーズにあった住まいの選択が可能
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0.1%

63.6%

14.4%

12.5%

5.0% 4.4%

13㎡以上18㎡未満

18㎡以上20㎡未満

20㎡以上25㎡未満

25㎡以上30㎡未満

30㎡以上40㎡未満

40㎡以上

サービス付き高齢者向け住宅の住戸面積等の分布

【住戸面積】

平均：22.1㎡

出典）平成 30 年厚生労働省度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進
等事業分）「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

（PwC コンサルティング合同会社）

資料）一般社団法人高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析
（R1.8月末）」

※高齢者居住安定確保計画に基づき登録基準を緩和したもの。

※

8.1 

4.9 

9.3 

6.7 

3.0 

6.6 

7.9 

3.8 

5.9 

22.2 

18.0 

19.9 

19.6 

20.5 

16.8 

13.7 

18.2 

14.6 

11.1 

17.6 

15.4 

6.8 

12.7 

10.7 

3.8 

1.4 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サービス付き

高齢者向け住宅

（n=51,444）

住宅型

有料老人ホーム

（n=57,480）

介護付き

有料老人ホーム

（n=76,594）

自立・認定なし 要支援１ 要支援２

要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５ 不明・申請中等

【高齢者向け住まいにおける要介護高齢者の入居割合】

（n=247,165）

・２５㎡以上の住戸は全体の約４分の１未満。
・自立高齢者の入居が少なく、要介護３以上の高齢者が約３割。
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2.3%

14.4%

8.5%

14.4%

29.7%

22.3%

22.9%

28.9%

26.0%

19.9%

15.4%

17.6%

16.2%

6.3%

11.1%

24.2%

5.3%

14.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大都市圏

地方圏

全国

～６万円 ６～８万円 ８～10万円 10～12万円 12～14万円 14万円～

サービス付き高齢者向け住宅の入居費用

【サービス付き高齢者向け住宅の入居費用（月額）】 ※

平均：8.7万円

平均：12.4万円

平均：10.5万円

※家賃、共益費、必須（生活相談・見守り）サービス費用の合計。ただし、必須サービス費用は、介護保険適用分（1割負担）を除く。
※平成30年12月末時点における登録情報による
※大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 地 方 圏：その他の道県

n=116,348

n=121,941

n=238,289

〇 入居費用は、家賃、共益費、サービス費（生活相談・見守り）で、月額約10万円程度
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高齢者生活支援施設の併設状況

・１つ以上の高齢者生活支援施設が併設又は隣接しているサ高住は約8割。
・併設施設の種類は、通所介護事業所（43.7％）、訪問介護事業所（40.9％）が多い。

【サ高住の併設（隣接）施設】 【併設（隣接）されている施設の種類】
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資料）一般社団法人高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析（R1.8月末）」

いずれかの高齢者生活支援施設が併設又は隣接されてい
る住宅は77.0％

27



１. 子育て世帯について

２. 高齢者世帯について

３. 住宅確保要配慮者について

４. 新しい住まい方について
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住宅確保要配慮者の範囲

① 低額所得者

（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）

③ 高齢者

④ 障害者

⑤ 子ども（高校生相当まで）を養育して

いる者

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの

として国土交通省令で定める者

法律で定める者

・外国人 等

（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある

者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦

人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所

者、ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正

施設退所者、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者

（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が

供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＩＪターンに
よる転入者、これらの者に対して必要な生活
支援等を行う者などが考えらえる。

29



〇 今後、高齢者世帯は増加し、2030年には約1,500万世帯となる見通し。このうち、単身高齢者世帯
は、2030年には約800万世帯に迫る見通し

高齢者世帯数と年齢別単身世帯数の推移

12,165 12,295 10,981 

2,884 2,913 
3,841 

3,369 
5,045 5,122 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

15-64歳世帯 65-74世帯 75歳以上世帯

実績値 推計値
（千世帯）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
総務省「国勢調査」をもとに、国土交通省作成

【年齢別単身世帯数の推移】

単身
高齢
者

世帯

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
及び総務省「平成27年国勢調査」をもとに、国土交通省作成

【高齢者世帯数の推移】
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1,465万世帯（27.4%）

1,253万世帯（23.5%）

第47回分科会資料5（一部編集）再掲
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ひとり親世帯の状況

○児童のいるひとり親世帯の世帯数は、2018年時点で約76万世帯（児童のいる世帯のうち約７％）

出典：平成30年 国民生活基礎調査
注１：1995年は兵庫県、2016年は熊本県の数値を除いたもの。
注２：児童：18歳未満の未婚の者

【児童のいるひとり親世帯数】 【児童のいる世帯の構成】
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生活保護受給世帯の状況
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136.2 147.2 152.6 
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161.8 

0

20

40

60

80
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180

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(万)

(年)

【生活保護受給世帯の推移】

5.2 

25.0 

79.5 

19.9 

32.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

(万) 【生活保護受給世帯の

住宅の種類(2017年)】

〇 生活保護受給世帯数は2017年時点で約162万世帯となっており、2000年以降、生活保護受給世帯数
は一貫して増加しているものの、近年は増加ペースが鈍化

〇 生活保護受給世帯の住まいの状況をみると、 2017年時点で、公営住宅を除く借家に居住する世帯
が約８割となっている

出典：厚生労働省「非保護者調査」
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2,007
2,240

2,521
2,823
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0
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'00
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'02
(H14)

'03
(H15)

'04
(H16)

'05
(H17)

'06
(H18)

'07
(H19)

'08
(H20)

'09
(H21)

'10
(H22)

'11
(H23)

'12
(H24)

'13
(H25)

'14
(H26)

'15
(H27)

'16
(H28)

'17
(H29)

住宅扶助費 住宅扶助世帯数 住宅扶助人員数

住宅扶助世帯数・住宅扶助人員数及び住宅扶助費の推移

〇 住宅扶助世帯数及び人員数はこれまで増加傾向にあったが、近年はほぼ横ばい・微減で推移してい
る。それにあわせて、住宅扶助費についても横ばいで推移

（億円）

出典：厚生労働省「被保護者調査」、「生活保護負担金事業実績報告」

注：住宅扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない者に対して、家賃、間代、地代等や、補修費等住宅維持費を給付するもの。

（年度）

（千世帯）

第47回分科会資料5
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障害者の状況

【年齢階層別障害者数の推移】
（身体障害者(在宅））

○障害者(身体障害者、知的障害者(いずれも在宅)、精神障害者(外来))の数は増加傾向

○特に身体障害者(在宅)のうち、65歳以上の者が大きく増加

【年齢階層別障害者数の推移】
（知的障害者(在宅））

94 93 81 82 82 93 73 68 

872 1,150 
1,346 1,333 1,246 1,218 1,237 1,111 1,013 

442 

826 

1,068 1,330 1,587 
2,004 

2,211 2,655 3,112 
58 

99 

22 
35 

25 

93 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500
（千人）

～17歳 18歳～64歳 65歳以上 不詳

86 94 117 152 
214 

188 212 
274 

408 

580 

8 
9 

15 

58 

149 

16 
14 

12 

4 

18 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1995年 2000年 2005年 2011年 2016年

(千人)

～17歳 18歳～64歳 65歳以上 不詳

【年齢階層別障害者数の推移】
（精神障害者(外来））

出典：内閣府 平成３０年版障害者白書 参考資料：障害者の状況

228 272 277 279 363 385 

1,397 
1,631 1,707 1,621 

1,926 2,060 

609 

766 
913 975 

1,327 
1,447 

5 

5 
6 10 

10 

7 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2002年 2005年 2008年 2010年 2014年 2017年

(千人)

0-24歳 25-64歳 65歳以上 不詳 計
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ホームレスの状況

【ホームレスの数】

○平成30年時点で、ホームレスの数は全国で約５千人。近年ではホームレスの数は減少傾向

○ホームレスの分布をみると、東京都区部及び政令指定都市が全体の４分の３以上を占める

出典：厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）」

【ホームレスの分布】

7,508 

6,541 

6,235 

5,534 

4,977 

0 2,000 4,000 6,000 8,000

平成26年調査

平成27年調査

平成28年調査

平成29年調査

平成30年調査

単位：人

東京都23区(22区), 

22.6%(1,126人）

政令指定都市(20市), 

53.0%(2,638人)

中核市(42市), …

その他(216市町村), 

17.0%(847人)

全国のホームレス数
4,977人

（300市区町村）

出典：厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）」
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外国人居住の状況

■外国人のみの世帯の住宅種別実数と割合の推移

○外国人のみの世帯数は増加を続けており、住まいは「民間の借家」が50％程度を占めている

出典：国勢調査

217,623 

241,780 

333,298 

346,153 

374,200 

85,313 

86,358 

104,839 

117,512 

129,606 

28,406 

45,911 

63,936 

72,615 

71,931 

39,773 

40,792 

46,517 

41,972 

43,025 

27,052 

32,879 

38,116 

36,671 

48,589 

44,382 

53,333 

86,424 

87,886 

80,802 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

世帯

民営の借家 持ち家
公営の借家・公団・公社の借家 給与住宅
間借り 住宅以外に住む一般世帯

49.2%

48.3%

49.5%

49.3%

50.0%

19.3%

17.2%

15.6%

16.7%

17.3%

6.4%

9.2%

9.5%

10.3%

9.6%

9.0%

8.1%

6.9%

6.0%

5.8%

6.1%

6.6%

5.7%

5.2%

6.5%

10.0%

10.6%

12.8%

12.5%

10.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

民営の借家 持ち家

公営の借家・公団・公社の借家 給与住宅

間借り 住宅以外に住む一般世帯
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17.3 
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5.8 

7.4 7.5
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9.4
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H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（倍）
全国 東京都全体 大阪府全体

東京圏 大阪圏 名古屋圏

国土交通省作成

「東 京 圏」：東京・神奈川・埼玉・千葉 「大 阪 圏」：大阪・京都・兵庫 「名古屋圏」：愛知・三重

※ 公営ストック216万戸のうち空家戸数は約3.5万戸（約２％）

（年度）

応募倍率の推移

○公営住宅の応募倍率は大都市圏を中心に高水準。東京で20.0倍、全国で3.8倍（平成29年度）

公営住宅の応募倍率の推移 第49回分科会参考資料４
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19.3
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

生活サイクルが異なることへの不安

入居者以外の者の出入りへの不安

属性名称に対する不安

その他

住宅の使用方法に対する不安

習慣・言葉が異なることへの不安

居室内での死亡事故等に対する不安

他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安

家賃の支払いに対する不安

17%

12%

55%

12%

4%

79%

6%

13%
2%

22% 3%

24%
44%

7%
20%

3%

48%

20%

9%

住宅確保要配慮者に対する賃貸人の入居制限の状況

入居制限する理由

入居制限の状況

（％）

（％）

出典：（公財）日本賃貸住宅管理協会（平成３０年度）家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書

高齢者に対して
約８割が拒否感

外国人に対して
約7割が拒否感

障がい者に
対して

約7割が拒否感

住宅確保要配慮者の入居に対する賃貸人の意識

○住宅確保要配慮者の入居に対して、賃貸人の一定割合は拒否感を有しており、入居制限がなされている状
況。家賃の支払いに対する不安等が入居制限の理由となっている。

0.0
0.7
1.0

2.9
3.0
3.4
3.9

4.6
6.8

8.8
10.9
11.0
11.3
11.4

20.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

その他

子育て世帯は不可

一人親世帯は不可

低額所得者は不可

非正規社員は不可

フリーランスは不可

生計中心者が離職者の世帯は不可

ＬＧＢＴは不可

無職は不可

外国人は不可

単身高齢者（６０歳以上）は不可

障がい者は不可

生活保護受給者は不可

高齢者のみの世帯は不可

ホームレスは不可

子育て世帯に対して
約1割が拒否感

従前と変わらず拒否感はない 従前は拒否感があったが現在はない

拒否感はあるものの従前より弱くなっている 従前と変わらず拒否感が強い

従前より拒否感が強くなっている

第47回分科会資料5
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住宅確保要配慮者に対する賃貸人の意識

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ホームレス

精神障がい者のいる世帯

無職の世帯

知的障がい者のいる世帯

生計中心者が離職者の世帯

単身の高齢者世帯(60歳以上)
身体障がい者のいる世帯

生活保護世帯

高齢者のみの世帯

低額所得者
LGBT

外国人

フリーランス

非正規社員の世帯

子育て世帯

一人親世帯

賃貸人の意識

従前より拒否感が強くなっている 従前と変わらず、拒否感が強い

拒否感はあるものの、従前より弱くなっている 従前は拒否感があったが現在はない

従前と変わらず拒否感はない

出典：公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「家賃債務保証業者の登録制度等に関する実態調査報告書(H31.3)」

〇 賃貸人が「ホームレス」「精神障がい者のいる世帯」「無職の世帯」「知的障がい者のいる世
帯」に対して、「従前より拒否感が強くなっている」「従前と変わらず、拒否感が強い」と回答
した割合はおよそ５割を超えている

およそ５割以上
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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない
賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の枠組み

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等

登録 情報提供

要配慮者の入居を
拒まない住宅（登録住宅）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（立上り期に国の直接

補助あり）

・家賃低廉化補助
・改修費融資

（住宅金融支援機構）

・家賃債務
保証料補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

※受付・審査中の７，５６１戸を合わせて２７,０５６戸

【施行状況（R1/12/27時点）】

住宅確保要配慮者円滑入居
賃貸住宅の登録

１９，４９５戸※
（４７都道府県）

居住支援法人の指定 ２７２者
（４０都道府県）

居住支援協議会の設立 ９２協議会

家賃債務保証業者の登録 ６９者

供給促進計画の策定 ３２都道府県８市町

第48回分科会参考資料2 更新
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登録戸数 受付・審査中戸数

（戸）

セーフティネット住宅の登録戸数

〇新たな住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月)以降、セーフティネット住宅の登録戸数は増加

〇特に、令和１年５月に一括申請の導入を行うなどにより、７月以降、登録の申請が大幅に増加

出典：国土交通省住宅局調べ
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不動産事業者が求める居住支援 （鹿児島県居住支援協議会）

世帯属性

入居制限の

状況

入居制限の理由

（複数回答）

必要な居住支援策（複数回答）
●第１位 ◎第２位 ○第３位

制限し
ている

条件付
きで制
限して
いる

第１位

（％）

第２位

（％）

死亡時の
残存家財

処理

見守りなど
の居住支

援

家賃債務
保証の情
報提供

入居トラブ
ルの相談

対応

入居を拒
まない物
件の情報

発信

契約手続
きのサ
ポート

高齢単身世帯 4％ 27％
孤独死などの
不安（76％）

保証人がいな
い（35％）

●
（61％）

◎
（53％）

○
（36％）

高齢者のみ世帯 3％ 21％
孤独死などの
不安（39％）

保証人がいな
い（33％）

◎
（40％）

●
（43％）

○
（33％）

障がい者のいる世帯 3％ 24％
近隣住民との
協調性に不安

（36％）

衛生面や火災
等の不安
（35％）

●
（40％）

◎
（26％）

○
（25％）

ひとり親世帯 1％ 8％
保証会社の審
査に通らない

（40％）

家賃の支払い
に不安（37％）

◎
（21％）

●
（36％）

○
（18％）

子育て世帯 1％ 6％
保証会社の審
査に通らない

（43％）

保証人がいな
い（35％）

○
（14％）

●
（33％）

◎
（24％）

低額所得世帯 5％ 26％
家賃の支払い
に不安（50％）

保証人がいな
い、保証会社
の審査に通ら
ない（37％）

●
（48％）

◎
（26％）

○
（20％）

外国人世帯 7％ 29％
異なる習慣や
言語への不安

（66％）

近隣住民との
協調性に不安

（43％）

◎
（36％）

●
（48％）

○
（33％）

出典：鹿児島県居住支援協議会平成29年度不動産事業者へのアンケート調査

〇世帯属性によって入居制限の理由も異なることから、必要な居住支援策を的確に講じる必要
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１. 子育て世帯について

２. 高齢者世帯について

３. 住宅確保要配慮者について

４. 新しい住まい方について
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シェアハウス物件

入居者１人当たりの
専用スペースの面積

事業開始以降運営している
シェアハウスの物件数の推移

居住地域

出典：国土交通省 シェアハウスに関する市場動向調査 2016年3月

調査対象：シェアハウスを、「プライベートなスペースを持ちつつも、他人とトイレ、シャワールーム等の空間を共有しながら住まう賃貸物件で、入居者一人ひとりが運営事業者と個室
あるいはベッド単位で契約を結ぶもの」と位置づけ、インターネット上や新聞・雑誌記事等でシェアハウスを運営していることが確認できた520事業者を対象。
調査実施時期：H27.8-H27.9 回収率：13.7% 71事業者

○ 我が国でシェアハウスを運営する事業者の運営物件数は、2010年から2014年まで増加
○ 入居者１人当たりの専用スペースの面積は、事業者全体の６割が「7.5～10㎡未満」と回答
○ 居住地域は東京都を中心に首都圏が約半数を占める
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334
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5.6%

21.1%

60.6%

42.3%

25.4%

22.5%

11.3%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

5㎡未満

5㎡～7.5㎡未満

7.5㎡～10㎡未満

10㎡～12.5㎡未満

12.5㎡～15㎡未満

15㎡～20㎡未満

20㎡以上

無回答

北海道, 

4.5%

東北, 5.0%

関東（1都3

県以外）, 

3.7%

埼玉県、千

葉県、神奈

川県, 14.5%

東京都, 

35.0%

中国, 

6.7%
北陸, 1.7%

近畿, 17.1%

中国, 2.7%

四国, 1.0%

九州, 5.1%

沖縄, 3.0%

（件）

（年）

首都圏
49.5%
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民泊について

〇 住宅宿泊事業の届出件数は令和元年10月10日時点で2.1万件となっており、平成30年６月15日時点
と比較して、約10倍に増加

〇 住宅宿泊事業の宿泊実績においても、令和元年８月～９月の全国における宿泊日数の合計は約30
万日となっており、増加傾向

2,210 
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8,759 

11,612 
13,660 

15,720 
17,551 

19,436 
20,911 

0

5,000

10,000

15,000

20,000
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【届出件数の推移】

68,711 

146,894 

192,755 
222,374 

243,402 

301,011 313,511 304,879 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

【全国における宿泊日数】

出典：民泊制度ポータルサイト「minpaku」

（件） （日）
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4.0 5.5 9.5 7.1 8.5 8.9 10.8 
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【センター利用者の年代の推移】

（ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター、東京）

～20代 30代 40代 50代 60代 70代～

1,814 2,942 2,861 2,148 4,058 
7,283 

10,003 

17,830 
21,452 

25,492 

29,849 

661 881 
3,160 4,914 2,387 

2,370 
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11,669 
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45,000

【来訪者・問い合わせ数の推移】

（ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター、東京）

面談・セミナー参加等 電話等問合せ

33,165

21,584

12,430
9,653

6,4457,062
6,021

3,823

（出典）NPO法人ふるさと回帰支援センター提供資料

69.6%

72.4%

26,426

41,518

2,475

地方移住への関心の高まり

〇 NPO法人ふるさと回帰支援センターの来訪者・問い合わせ件数は、10年間で約10倍に増加しており、
地方移住への関心は高まっている

〇 特に、40代までの若い世代が地方移住へ高い関心を示している
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住まいに関するトレンド

〇 住まい領域における2019年のキーワードは「デュアラー」（株式会社リクルート住まいカンパニー調べ）

〇 デュアルライフ（二地域居住）の開始者は、2011年から2018年にかけて増加傾向にある

出典：リクルートホールディングス「2010～2019年トレンド予測」

キーワード

2019 デュアラー

2018 育住近接

2017 リビ充

2016 住民経営マンション

2015 リノベパーティー

2014 緑居

2013 家を開く

2012 職近・親近

2011 ちょいタマイズ住宅

2010 W（ダブル）エコ志向

◆歴代のトレンド予測（住まい） ◆デュアルライフ開始者（推計）※１の推移

◆デュアラーの目的（デュアラータイプ）

第47回分科会資料5
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デュアルライフ（二地域居住）

4.1%

38.0%
44.0%

13.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

デュアルライフへの関心

○ デュアルライフ（二地域居住）については「既に実践している人」「関心がある人」を併せて４割
を超えている

○ 実践へのハードルとしては「住居の確保にかかる経済的負担が大きい」が最も多い

※ 無回答：0.3％

出典：国土交通行政モニターアンケートより住宅局作成

10.2%

43.2%

12.5%
18.4%

13.1%
2.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

（関心はあるが実践していない人について）

実践へのハードル

※ 複数回答可。無回答45.4％を除く、648件を母数にして算出

※ その他・・・車の運転が困難、子育て・親の介護がある、家族の許可を得られない 等
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１

多拠点居住を可能とする空き家の活用 民泊需要をとらえた空き家の活用

• 民泊情報サイト運営事業者B社では約850万戸ある空
き家を活用して民泊事業を拡大する方針を2019年６
月に表明

• 鉄道、航空、不動産仲介事業者等との連携を強化

• 不動産仲介事業者が仲介する空き家物件を、同社が
所有する旅行者とのマッチングプラットフォームに
掲載

• 不動産ベンチャー事業者A社では、定額制で全国の拠
点がどこでも住み放題となる、サブスクリプション
型コリンビングサービスを2019年から提供

• 必要に応じて空き家等をリノベーションし、家具等
を揃える

• リビングやキッチンなどは共有、光熱費等が含まれ
た個室利用料が月額４万円のものなどがある

○ 定額制で全国の多拠点にある住宅が住み放題となる「サブスクリプション型コリンビングサービス」
の登場や「民泊需要」に応えるための空き家の活用など、新たな住まい方や住宅の活用形態が広がっ
ている

オーナーの自己負担がない空き家の活用

• リノベーション事業者C社では、空き家を借り上げて
リノベーションを施したのち、６年間サブリースす
るサービスを2015年から展開

• 賃料の９割を同社が得る代わりに、リノベーション
にかかる費用のオーナー負担をゼロに

• 契約終了後、管理運営はオーナーに移行(引き続き管
理代行契約も可能)

単身者向けの空き家の活用

• 岩手県釜石市や不動産ポータルサイト運営事業者D社
等では、釜石市内で空き家の利活用に関するモデル
ケースの運用を2019年３月に開始

• 釜石市内にある一軒の空き家に同市の地域おこし協
力隊として活動する単身者２名がルームシェアをし
ながら居住し、普段は使用されていない空室を民泊
施設として貸し出すことで月々の家賃を補填する仕
組みを試行

新たな住まい方や住宅の活用形態の広がり
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